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    「京都市子ども・子育て支援事業計画」における学校教育・保育及び地域 

    子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

 

 市町村は，教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業を円滑に実施するため，国の

基本指針に基づき，「子育て支援に関する市民ニーズ調査」等により把握した幼児期の学校

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望を踏まえ，市町村子

ども・子育て支援事業計画に量の見込み及び提供体制の確保の内容を定める。 

 

１ 幼児期の学校教育・保育 

 ⑴ 量の見込み 

   教育・保育提供区域ごとに，計画期間中の年度ごとの「幼児期の学校教育・保育の

量の見込み（利用定員総数）」を定める。 

  ○ 認定の区分に加え，０歳，１－２歳，３－５歳の３区分で設定 

（１号認定子ども）３－５歳，幼児期の学校教育のみ 

（２号認定子ども）３－５歳，保育の必要性あり 

（３号認定子ども）０－２歳，保育の必要性あり 

  ○ 待機児童の中心である０－２歳の子どもの保育利用率の目標値を設定 

 

 ⑵ 提供体制の確保の内容 

  ○ 教育・保育提供区域ごとに，設定した「量の見込み」に対応するよう，計画期間

中の年度ごとの教育・保育施設及び地域型保育事業による提供体制の確保の内容（確

保方策）を定める。 

（教育・保育施設）幼稚園，保育園（所），認定こども園 

（地域型保育事業）小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育 

  ○ 「待機児童解消加速化プラン」により，保育ニーズのピークを迎える平成２９年

度末までに待機児童解消を目指す。 

（イメージ） 

 

 
平成 27年度 平成 28年度 … 

平成 31

年度 

0歳 

保育の必 

要性あり 

1-2歳 

保育の必 

要性あり 

3-5歳 

学校教育 

のみ 

3-5歳 

保育の必 

要性あり 

0歳 

保育の必 

要性あり 

1-2歳 

保育の必 

要性あり 

3-5歳 

学校教育 

のみ 

3-5歳 

保育の必 

要性あり 
…  

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
50人 150人 300人 200人 50人 150人 300人 200人 …  

② 

提供体

制の確

保の内

容 

認定 こども

園，幼稚園，

保育園（所） 

【教育・保育

施設】 

20人 60人 300人 200人 30人 100人 300人 200人 … 

 

 

 

 

地域型保育事

業 
10人 10人   20人 20人   …  

②－① ▲20人 ▲80人 0人 0人 0人 ▲30人 0人 0人 …  

H26.4月 

に府に報告 

H26.9月 

までに 

とりまとめ 

資料３ 



2 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

 ⑴ 量の見込み 

   地域子ども・子育て支援事業の各々について設定する教育・保育提供区域ごとに，

計画期間中の年度ごとの「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定める。 

（量の見込みを定める必要がある地域子ども・子育て支援事業） 

地域子ども・子育て支援事業 該当する本市事業等 調査審議を行う部会 

利用者支援に関する事業 

市町村の窓口等の身近な場所において，

相談に応じて必要な情報の提供・助言や

関係機関との連絡調整を行う事業 

幼児教育・保育部会 時間外保育事業 延長保育 

一時預かり事業 
・一時保育 

・幼稚園における預かり保育 

病児保育事業 病児・病後児保育事業 

放課後児童健全育成事業 学童クラブ事業 放課後児童部会 

養育支援訪問事業 
・育児支援家庭訪問事業 

・育児支援ヘルパー派遣事業 要保護児童対策・虐待防

止部会 
子育て短期支援事業 子育て支援短期利用事業 

地域子育て支援拠点事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・児童館事業 

・子育て支援活動いきいきセンター（つ

どいの広場）事業 

子どもを共に育む社会

環境づくり部会 

子育て援助活動支援事業 ファミリーサポート事業 

乳児家庭全戸訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業 母子保健・思春期保健部

会 妊婦健診 妊婦健康診査 

※ 地域子ども・子育て支援事業のうち，次の事業については，量の見込みの対象外 

・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規） 

 

 ⑵ 提供体制の確保の内容 

   設定した「量の見込み」に対応するよう，事業ごとに，計画期間中の年度ごとの地

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容（確保方策）を定める。 

（イメージ） 

＜○○事業＞ ※事業ごとに記載 

 平成 27年度 平成 28年度 … 平成 31年度 

①量の見込み 800人（20箇所） 800人（20箇所） … 800人（20箇所） 

②提供体制の 

確保の内容 
600人（16箇所） 700人（18箇所） … 800人（20箇所） 

②－① ▲200人（ 4箇所） ▲100人（ 2箇所） … 0人（ 0箇所） 
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３ 量の見込み及び提供体制の確保の内容の設定までの流れ 

   

 

平成２６年 

１～３月 

 

 

 ① 計画期間中の年度ごとの児童数を推計 

 

 

 ② 教育・保育提供区域の設定 

 

 

 （幼児期の学校教育・保育） 

 ③ 計画期間最終年度の区分 

   ごとの認定児童数を推計 

 

 

 ③´教育・保育提供区域ごと 

   に，計画期間中の年度ご 

   と，区分ごとの認定児童 

   数を設定 

 

 

（地域子ども・子育て支援事業） 

③ 教育・保育提供区域ごと 

  に，計画期間中の年度ご 

  との各事業の量を設定 

 

 

４月以降 

 

 ④ 見込み量を京都府に報告【４月】 

 

 

 ⑤ 教育・保育提供区域ごと 

   に，計画期間中の年度ご 

   と，区分ごとの認定児童 

   数に対応した確保方策を 

   設定 

 

 

 

⑤ 教育・保育提供区域ごと 

  に，計画期間中の年度ご 

  との各事業の量に対応し 

  た確保方策を設定 

 

 ⑥ 見込み量及び確保方策をとりまとめ【９月】 

 

 

 


